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未
来
を
描
く
議
会
の
挑
戦

〜
委
員
会
単
位
で
の
テ
ー
マ
設
定
か
ら
始
ま
る
後
半
戦
〜

特　集

に
築
い
て
い
く
も
の
で
す
。

　

こ
の
特
集
で
は
、
各
委
員
会
が
選
定
し

た
テ
ー
マ
を
紹
介
し
な
が
ら
、「
な
ぜ
そ

の
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
の
か
」、「
そ
こ
に
ど

ん
な
問
い
が
あ
る
の
か
」を
お
伝
え
し
ま
す
。

特
別
政
策
協
議
の
進
め
方

　

特
別
政
策
協
議
は
、
議
会
が
「
課
題
解

決
」
だ
け
で
な
く
「
町
の
構
想
」
に
も
取

り
組
む
た
め
の
新
た
な
挑
戦
で
す
。
町
が

抱
え
る
複
雑
な
課
題
に
対
し
て
、
議
会
が

自
ら
問
い
を
立
て
、
解
決
の
方
向
性
を
模

索
す
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
各

常
任
委
員
会
が
重
点
テ
ー
マ
を
設
定
し
、

テ
ー
マ
の
背
景
や
本
質
的
な
問
題
を
深
く

掘
り
下
げ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
取
り
組
み
で
は
、
委
員
会
ご
と
の

独
自
の
視
点
や
専
門
性
が
重
視
さ
れ
つ
つ

も
、
議
論
は
決
し
て
委
員
会
内
で
閉
じ
ら

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
議
員
全
員

が
意
見
を
交
わ
し
、
多
角
的
な
視
点
を
取

り
入
れ
な
が
ら
、
テ
ー
マ
に
対
す
る
理
解

を
深
め
、
町
全
体
の
未
来
像
に
結
び
つ
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
「
住
民
と
議
会
が
共
に
考
え
、
共
に
描

く
」
プ
ロ
セ
ス
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
新

十
津
川
町
の
未
来
を
作
っ
て
い
き
ま
す
。

　

令
和
７
年
度
、
新
十
津
川
町
議
会
は
任

期
の
折
り
返
し
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
の
２
年
間
、
議
会
は
町
の
課
題
に
向
き

合
い
、
政
策
の
是
非
だ
け
で
な
く
、
町
の

「
あ
り
様よ
う

」
そ
の
も
の
を
見
つ
め
直
す
視

点
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。

　

令
和
７
年
２
月
16
日
に
開
催
し
た
「
ま

ち
づ
く
り
勉
強
会
」
を
通
じ
て
、
議
会
内

に
投
げ
か
け
ら
れ
た
の
は
「
私
た
ち
は
ど

の
よ
う
な
町
を
目
指
す
の
か
」
と
い
う
根

源
的
な
問
い
で
し
た
。
町
の
未
来
を
ど
う

描
く
か
、
そ
し
て
、
そ
の
議
論
に
議
会
が

ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
か
、
そ
れ
は
単
な

る
行
政
評
価
を
超
え
た
、
私
た
ち
の
覚
悟

と
責
任
を
問
わ
れ
る
議
題
で
し
た
。

　

３
月
に
は
議
会
全
体
で
の
話
し
合
い
を

重
ね
、「
特
別
政
策
協
議
」
が
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。
政
策
の
本
質
に
踏
み
込
み
、

町
民
と
と
も
に
未
来
像
を
描
い
て
い
く
こ

と
を
目
的
と
し
た
新
た
な
挑
戦
で
す
。
町

の
未
来
は
、
住
民
と
議
会
、
行
政
が
一
緒
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ド
ロ
ー
ン
事
業
の

在
り
方
に
つ
い
て

　

総
務
民
生
常
任
委
員
会
で
は
、
町
が
進

め
る
ド
ロ
ー
ン
関
連
事
業
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
住
民

と
の
共
有
と
協
議
が
必
要
と
の
考
え
か
ら
、

本
テ
ー
マ
を
選
定
し
ま
し
た
。

　

現
在
、
こ
の
事
業
は
３
か
年
計
画
の
最

終
年
に
な
り
ま
す
。
委
員
会
で
は
、
目
的

の
明
確
化
や
進
捗
状
況
の
確
認
、
持
続
可

能
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
議
論
を
深
め

て
い
く
予
定
で
す
。
特
に
、
Ｋ※

Ｐ
Ｉ
の
達

成
状
況
と
そ
れ
が
事
業
の
目
的
に
沿
っ
て

い
る
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
の

意
見
が
委
員
か
ら
出
て
い
ま
す
。
今
後
、

関
係
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
も
視
野
に

入
れ
、
議
論
を
広
げ
て
い
く
方
針
で
す
。

熱
供
給
セ
ン
タ
ー
の

在
り
方
に
つ
い
て

　

経
済
文
教
常
任
委
員
会
で
は
、
熱
供
給

セ
ン
タ
ー
の
将
来
的
な
在
り
方
を
検
討
す

る
た
め
、
本
テ
ー
マ
を
選
定
し
ま
し
た
。

　

施
設
の
整
備
か
ら
一
定
の
年
数
が
経
過

す
る
中
で
、
今
後
の
役
割
や
維
持
管
理
の

在
り
方
に
つ
い
て
再
整
理
が
必
要
と
さ
れ

て
お
り
、
委
員
会
と
し
て
も
持
続
可
能
な

町
の
形
を
模
索
し
て
い
く
方
針
で
す
。

議
員
定
数
・
報
酬
の

在
り
方
に
つ
い
て

　

人
口
減
少
が
進
行
す
る
中
で
、
議
員
定

数
や
報
酬
の
在
り
方
は
「
持
続
可
能
な
自

治
」
の
在
り
方
そ
の
も
の
を
問
う
重
要
な

テ
ー
マ
で
す
。
議
員
の
「
な
り
手
不
足
」

が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、新
十
津
川
町
も
、

過
去
に
２
度
定
数
を
上
回
る
立
候
補
者
が

お
ら
ず
選
挙
が
実
施
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
背
景
に
は
、「
報
酬
は
活
動
内
容

に
見
合
っ
て
い
る
か
」「
立
候
補
へ
の
心

理
的
・
経
済
的
ハ
ー
ド
ル
が
高
す
ぎ
な
い

か
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
複
雑
に

絡
ん
で
い
ま
す
。

　

新
十
津
川
町
で
は
、
昭
和
62
年
に
20
人

だ
っ
た
議
員
定
数
を
段
階
的
に
見
直
し
、

令
和
７
年
現
在
で
は
11
人
と
し
て
い
ま

す
。
一
方
、
議
員
報
酬
は
昭
和
62
年
に
月

額
１
４
３
，
０
０
０
円
と
し
て
い
た
も
の

を
令
和
元
年
に
月
額
２
１
５
，
０
０
０
円

と
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
今
後
は

現
職
議
員
で
協
議
し
、
議
会
内
の
意
識
や

実
態
を
可
視
化
し
た
上
で
、
具
体
的
な
検

討
を
始
め
ま
す
。

　

こ
の
テ
ー
マ
は
単
に
数
を
減
ら
す
・
増

や
す
と
い
う
議
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
目

指
す
の
は
「
町
民
に
と
っ
て
身
近
で
、
信

頼
で
き
る
議
会
と
は
何
か
」「
ど
の
よ
う

な
環
境
で
あ
れ
ば
多
様
な
人
材
が
議
会
に

参
画
で
き
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
向
き

合
う
こ
と
で
す
。
今
後
、
町
民
の
皆
さ
ん

と
の
意
見
交
換
の
機
会
も
設
け
な
が
ら
、

共
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

新十津川町：議員定数・報酬・人口の変遷

年度 議員定数 月額報酬
（一般議員）

人　口
（３月末日の人口）

昭和62年

平成11年

平成15年

平成19年

平成23年

令和元年

現　在
（令和7年）

20人

16人

14人

12人

11人

11人

11人

8,989人

8,223人

7,925人

7,543人

7,189人

6,586人

6,184人

143,000円

193,000円

186,000円

184,000円

189,000円

215,000円

215,000円

※
Ｋ
Ｐ
Ｉ
と
は

　

計
画
の
目
的
達
成
に
向
け
た
進
捗
状

況
を
測
る
た
め
の
数
値
目
標
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一般質問レポート

ずばりずばり町政を問う！町政を問う！

教
育
長
が
目
指
す
小
中
一
貫
教
育
と
は

教
育
長
…
小
中
学
校
で
一
体
感
の
あ
る

教
育
環
境
を
創
出
し
た
い

　

現
在
、
小
学
校
高
学
年
で
の
教
科
担
任

制
や
小
中
学
校
間
で
の
教
員
の
乗
り
入
れ

授
業
の
導
入
な
ど
、「
小
中
連
携
教
育
」

を
実
施
し
て
い
る
が
、
令
和
７
年
度
教
育

行
政
執
行
方
針
で
「
小
中
一
貫
教
育
を
推

進
し
て
い
く
。」
と
、
初
め
て
「
小
中
一

貫
教
育
」
に
つ
い
て
述
べ
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
次
の
２
点
を
伺
う
。

　

教
育
長
が
目
指
す
「
小
中
一
貫
教
育
」

と
は
。
ど
う
推
し
進
め
て
い
く
の
か
。

　

私
が
目
指
す
小
中
一
貫
教
育
の
最
重
要

点
は
、「
義
務
教
育
終
了
時
の
目
指
す
子

ど
も
の
姿
を
小
中
学
校
で
共
有
し
、
相
互

の
理
解
と
連
携
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
る
教

育
力
を
最
大
限
活
用
す
る
こ
と
。」で
あ
る
。

　

小
中
学
校
の
教
職
員
が
互
い
に
学
習
面

と
生
活
面
の
環
境
を
把
握
し
あ
う
こ
と
で
、

よ
り
円
滑
な
学
校
間
で
の
接
続
が
可
能
と

な
る
。
そ
し
て
、
義
務
教
育
９
年
間
を
一

つ
の
ス
パ
ン
と
し
て
捉
え
、
町
の
特
色
を

活
か
し
た
教
育
環
境
を
創
出
す
る
こ
と
が
、

小
中
一
校
ず
つ
の
本
町
の
教
育
に
必
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

今
年
度
は
「
小
中
一
貫
教
育
」
へ
発
展

問1 問

が
同
じ
建
物
で
学
習
す
る
こ
と
が
良
い
の

か
別
々
が
良
い
か
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
の

教
育
環
境
を
第
一
に
考
え
検
討
し
た
い
。

　

ま
た
、校
舎
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、

本
町
の
教
育
の
在
り
方
を
町
長
主
宰
の
総

合
教
育
会
議
な
ど
で
の
協
議
が
必
要
だ
。

　

来
年
度
は「
学
校
施
設
長
寿
命
化
計
画
」

確
認
年
度
だ
が
、
見
直
し
は
、
本
町
が
目

指
す
教
育
を
体
現
で
き
る
校
舎
の
在
り
方

の
方
向
性
と
並
行
し
て
実
施
す
る
。

　

令
和
９
年
度
ま
で
に
町
公
共
施
設
の
照

明
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
す
る
計
画
が
あ
る
。
建
て

替
え
が
早
ま
っ
た
場
合
、
今
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化

せ
ず
、
建
て
替
え
と
同
時
に
行
う
こ
と
で

経
費
を
抑
え
る
こ
と
も
可
能
だ
。
具
体
的

に
校
舎
の
検
討
は
い
つ
始
め
る
の
か
。

　

小
中
学
校
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
は
町
の
計
画
に

基
づ
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、

８
年
度
の
学
校
施
設
の
状
況
を
分
析
し
た

結
果
を
含
め
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考
え

た
い
。
財
政
的
な
こ
と
は
町
の
財
政
当
局

と
の
総
合
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
今

の
段
階
で
答
え
ら
れ
な
い
。

再質問

問2

答

答
さ
せ
る
た
め
の
研
鑚
、
分
析
、
検
討
を
す

る
年
度
と
し
た
い
。

　

小
中
一
貫
教
育
は
、
小
中
６・
３
制
の

ほ
か
４・
３・
２
制
や
５
・
４
制
な
ど
の
編

成
も
可
能
で
、
進
め
方
に
よ
り
、
校
舎
の

使
い
方
の
検
討
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ

る
。

　

ま
た
、
小
学
校
は
建
築
か
ら
44
年
、
中

学
校
は
54
年
経
過
し
た
。「
学
校
施
設
長

寿
命
化
計
画
」
で
は
80
年
以
上
利
用
す
る

と
し
て
計
画
的
な
改
修
工
事
や
「
予
防
修

繕
」
を
し
て
い
る
が
、
雨
漏
り
な
ど
突
発

的
な
事
案
へ
の
「
事
後
修
繕
」
が
発
生
し

て
い
る
。
建
て
替
え
も
含
め
、
計
画
の
見

直
し
や
方
針
を
検
討
す
る
考
え
は
な
い
か
。

　

現
時
点
で
は
建
て
替
え
を
含
め
校
舎
の

在
り
方
に
つ
い
て
検
討
は
し
て
い
な
い
が
、

検
討
が
必
要
な
時
期
に
来
て
い
る
こ
と
は

認
識
し
て
い
る
。

　

近
隣
市
町
で
も
施
設
一
体
型
小
中
併
設

校
や
施
設
分
離
型
の
改
築
や
義
務
教
育
学

校
の
新
設
が
あ
る
。
本
町
の
場
合
、
現
在

の
３
歳
児
ま
で
は
継
続
し
て
１
学
年
２
学

級
を
維
持
で
き
る
見
込
み
で
、
小
中
学
校

答

西
にし
内
うち
陽
ひろ
美
み
　議員

　一般質問とは、年に４回ある定例会において、議員が町長や教育長に対し、町の施策の状況や方針、課題
などについて直接質問したりすることです。
　令和７年第２回定例議会では、１人の議員が２件の一般質問を行いました。
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一般質問レポート

公
園
樹
木
は
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
か

町
長
…
行
政
区
と
協
議
し
な
が
ら

管
理
方
針
を
検
討
す
る

ま
え
、
行
政
区
と
協
議
し
な
が
ら
管
理
方
法
を
検

討
し
、
維
持
管
理
の
適
正
化
に
努
め
て
い
く
。

　

公
園
の
設
置
年
数
に
よ
り
作
業
の
間
隔
や
優
先

順
位
の
見
極
め
が
必
要
だ
。
適
切
な
周
期
で
の
剪

定
作
業
を
含
め
た
費
用
を
、
植
栽
管
理
費
と
し
て

都
市
公
園
管
理
事
業
に
設
定
す
る
考
え
は
。

　

剪
定
作
業
は
、
財
政
を
考
慮
し
た
サ
イ
ク
ル
の

な
か
で
実
施
し
て
き
た
。
剪
定
の
サ
イ
ク
ル
や
過

密
化
の
状
況
な
ど
、
管
理
の
方
向
性
を
見
据
え
て

行
政
区
と
協
議
を
行
な
っ
た
な
か
で
進
め
て
い
き

た
い
。

　

維
持
管
理
に
対
す
る
住
民
の
意
見
を
広
く
聴
取

す
る
考
え
は
あ
る
か
。

　

維
持
管
理
は
行
政
区
協
働
事
業
と
し
て
行
政
区

が
実
施
し
て
お
り
、
町
が
住
民
に
対
し
意
見
を
聴

取
す
る
場
合
は
、
行
政
区
を
通
じ
て
行
う
。

　

高
齢
化
あ
る
い
は
子
育
て
世
代
の
増
加
な
ど
で

公
園
に
対
す
る
要
望
も
違
う
。
維
持
管
理
や
作
業

方
法
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
周
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

に
よ
る
誤
解
か
ら
生
じ
る
意
見
も
あ
る
。

　

都
市
公
園
の
維
持
管
理
、
作
業
方
法
に
関
す
る

指
針
を
住
民
に
広
く
周
知
し
て
は
。

　

都
市
公
園
の
樹
木
は
、
適
時
の
消
毒
や
剪せ
ん

定て
い

な

ど
町
が
担
う
維
持
管
理
の
サ
イ
ク
ル
が
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
と
は
考
え
難
い
状
況
に
あ
る
。

　

現
在
、「
新
十
津
川
町
公
園
施
設
等
長
寿
命
化

計
画
」
に
は
都
市
公
園
の
樹
木
の
管
理
は
盛
り
込

ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
公
園
内
の
樹
木
も
遊

具
や
ベ
ン
チ
な
ど
と
同
じ
く
公
園
の
一
部
で
あ
り
、

公
園
全
体
の
環
境
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
公
園
を

含
め
た
一
体
的
な
住
環
境
を
作
る
上
で
樹
木
の
適

正
な
維
持
管
理
は
必
要
と
考
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
３
点
を
問
う
。

　

公
園
樹
木
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
、
今
後
ど
の

よ
う
な
管
理
を
し
て
い
く
方
針
か
。

　

樹
木
の
維
持
管
理
は
、
月
に
１
回
、
委
託
業
者

が
樹
木
の
状
態
を
確
認
し
必
要
に
応
じ
て
防
除
や

危
険
な
枝
払
い
な
ど
を
行
い
、
剪
定
業
務
は
、
約

５
年
に
一
度
の
周
期
を
目
途
に
行
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
公
園
樹
木
は
約
１
４
０
０
本
あ
り
、

樹
木
が
大
き
く
育
っ
た
こ
と
や
人
件
費
、
剪
定
費

の
増
嵩
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
周
期
で
剪
定

業
務
を
行
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。

　

今
後
も
委
託
業
者
に
よ
る
防
除
や
危
険
な
枝
払

い
を
基
本
と
し
、
剪
定
業
務
は
、
樹
木
の
健
全
な

生
育
を
維
持
し
つ
つ
、
剪
定
費
の
高
騰
な
ど
を
踏

　

樹
木
の
管
理
や
公
園
全
般
の
管
理
に
つ
い
て
、

行
政
区
へ
は
、
役
員
が
変
わ
る
毎
年
１
月
に
伝
え

管
理
方
法
の
水
準
や
指
針
の
確
認
を
し
た
い
。
住

民
へ
は
、
行
政
区
や
広
報
を
通
じ
て
周
知
す
る
。

　

中
央
公
園
は
、
開
拓
発
祥
地
で
あ
る
菊
水
公
園

に
隣
接
し
て
お
り
、特
別
な
価
値
を
有
し
て
い
る
。

開
拓
記
念
館
を
含
め
て
、
景
観
、
訪
れ
る
人
を
誘

導
す
る
動
線
、菊
水
公
園
と
の
接
続
性
を
考
慮
し
、

中
央
公
園
一
帯
が
持
つ
歴
史
的
価
値
を
踏
ま
え
た

総
合
的
な
整
備
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
町
長

の
考
え
は
。

　

公
園
全
体
の
老
朽
化
、
当
時
に
想
定
し
た
利
用

者
ニ
ー
ズ
の
変
化
な
ど
も
あ
り
、
再
整
備
の
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

中
央
公
園
は
、本
町
の
市
街
地
の
中
央
に
あ
り
、

町
外
か
ら
の
来
訪
者
の
目
に
触
れ
る
重
要
な
公
園

で
、歴
史
的
価
値
の
あ
る
場
所
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

利
用
者
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
開
村
の
歴

史
を
伝
え
る
開
拓
記
念
館
お
よ
び
菊
水
公
園
と
の

連
続
性
も
考
慮
し
た
上
で
、検
討
し
て
い
き
た
い
。

問1 問

再質問再質問 問2

問3答 答

答答

答
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番号 件名 結果

令和７年第２回臨時会 令和7年4月30日に開催された第2回臨時会

第20号 専決処分の承認 原案可決

第21～22号 工事請負契約の締結 原案可決

第23号 財産の取得 原案可決

選任第1号 常任委員の選任 選　　任

選任第２号 議会運営委員の選任 選　　任

令和７年第２回定例会 令和7年６月９日～12日に開催された第2回定例会

報告

第1号 令和6年度新十津川町一般会計継続費繰越計算書の報告 報 告 済

第2号 令和6年度新十津川町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告 報 告 済

第3号 令和6年度新十津川町下水道事業会計予算繰越計算書の報告 報 告 済

第4号 株式会社新十津川総合振興公社の経営状況の報告 報 告 済

第5号 一般財団法人ピンネ農業公社の経営状況の報告 報 告 済

条例の一部改正　　新たに町で行う取組やルールを決めたり、既存のルールや取組を変更すること

第24号 新十津川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を
定める条例の一部改正 原案可決

第25号 新十津川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
改正 原案可決

第26号 新十津川町国民健康保険税条例の一部改正 原案可決

令和７年度補正予算　　３月議会で予算が成立した後、国の補助金等の変動や、緊急・やむを得ない場合などに予算の追加や更正の変更を行うこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第27号 令和7年度新十津川町一般会計補正予算（第1号） 原案可決

第２８号 令和7年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算（第1号） 原案可決

第29号 令和7年度新十津川町下水道事業会計補正予算（第1号） 原案可決

その他　　

第30～33号 工事請負契約の締結 原案可決

第34号 財産の取得 原案可決

意見書の提出　　住民の声を国や行政機関へ届け、地域の課題解決や改善を要望するため、議会が提出するもの

発議第1号 国内農業を犠牲としない日米関税交渉などを求める意見書 原案可決

発議第２号 ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を
求める意見書 原案可決

定例会・臨時会レポート

審議結果報告審議結果報告
●令和７年度第２回臨時会　専決処分の承認１件、工事請
負契約の締結２件、財産の取得１件、選任２件の計６件

●令和７年度第２回定例会　報告5件、条例の一部改正3
件、令和7年度会計補正予算3件、工事請負契約の締結
4件、財産の取得1件の計16件
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◆令和７年４月30日　令和７年第２回臨時会

◆令和７年６月９日～12日　令和７年第２回定例会

議案第21号　工事請負契約の締結
工事名：菊水団地内道路改築工事
・契約金額：7007万円
・契約の相手方：株式会社久保田組
・履行期限：令和７年12月10日

議案第22号　工事請負契約の締結
工事名：さくら団地公営住宅建設工事（第２期）
・契約金額：４億1360万円
・契約の相手方：岩倉・久保田特定建設工事共同企業体

代表者：岩倉建設株式会社　取締役社長　鈴木　泰至
構成員：株式会社久保田組　

代表取締役　久保田　哲也
・履行期限：令和８年1月30日

議案第23号　財産の取得
新十津川町学校給食センター　連続炊飯システム一式
（老朽による更新）
・金額：3960万円
・契約の相手方：株式会社中西製作所旭川営業所　

所長　勝山　恵介
・納入期限：令和７年８月29日

議案第26号　新十津川町国民健康保険税条例の一部改正
　国民健康保険税について、国が定めた地方税法施行令等の改正に伴い、下記のとおり一部改正を行う。
●　基礎課税額の課税限度額の引き上げ
65万円→66万円

●　後期高齢者支援金等課税の課税限度額の引き上げ
24万円→26万円

●　軽減判定基準額の引き上げ
５割軽減：29万5千円→30万5千円
２割軽減：54万5千円→56万円

Ｑ：今回の改正の影響は？
Ａ：（令和７年度分の税額算定の基になる所得で改正前後を比較）　※金額は予算上の試算

〇課税限度額に到達する世帯は150世帯から141世帯に減少する見込み。税収としては180万円程度の増と
なる。
〇軽減判定所得基準額の引き上げの影響
・５割軽減⇒94世帯から99世帯へ増加。税収は18万7500円の減
・２割軽減⇒該当世帯数変動なし。税収は１万6900円の減

議案第20号　専決処分の承認（新十津川町税条例の改正）
〇公示送達の方法にインターネットでの掲示が追加。
〇総排気量0.125Ｌ以下かつ最高出力4.0ｋＷ以下の二輪車の税率を年額2,000円とする。
〇軽自動車税の減免を受ける際にマイナ免許証の利用が可能となった。

議案第27号　令和７年度新十津川町一般会計補正予算（第１号）
　歳入歳出予算の総額にそれぞれ３５４１万２千円を追加し、総額を82億9763万円とする。
●　定額減税調整給付金支援事業　1917万1千円
令和６年度の所得税の確定に伴い再度算定し、当初の給付額との不足分を給付300人分1080万円
制度変更により、新たに対象となった方への給付200人分800万円

●　みどりの食料システム戦略推進事業　510万６千円
国の戦略補助事業のうち、有機農業拠点創出拡大加速化事業、有機転換推進事業の2事業が、採択となった。

Ｑ：本年度は先進地調査等を行う予定と伺っているが、次年度以降も同様の事業を行う予定か？
Ａ：次年度以降は計画策定したあとの実現への取り組みを行う予定
Ｑ：本年度の取り組み「有機農産物のＰＲ」の内容は？
Ａ：有機米のレトルトパックご飯を作製し、各種イベントで配布を予定。パック事業者に有機米を送付し

800パックを作製してもらう予定
●　道路維持車両管理事業　760万８千円
除雪ドーザーの冬タイヤ購入　250万８千円
ロータリー除雪車の修繕　510万円（シュート部分の伸縮動作不良、オーガの不具合）

注目！！

注目！！

定例会・臨時会レポート
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議案第30号　工事請負契約の締結
工事名：総合健康福祉センター生甲斐ホール舞台機構改修工事
・契約金額：１億1330万円
・契約の相手方：三精テクノロジーズ株式会社札幌営業所　所長　小田川　宏司
・履行期限：令和９年３月10日

Ｑ：履行期限が令和９年３月10日までと非常に長い理由は？
Ａ：今回の舞台装置は吊り物装置がメインで、手動と電動の吊り物があり、電動の吊り物については、製作

期間を含めて設置まで16カ月かかるため、２か年にわたる事業となっている。

議案第31号　工事請負契約の締結
工事名：総合健康福祉センター照明器具ＬＥＤ化改修工事
・金額：6446万円
・契約の相手方：末廣屋・山崎特定建設工事共同企業体

代表者：末廣屋電機株式会社新十津川営業所　所長　橘　優人
構成員：有限会社山崎電機　代表取締役　山崎　正賀

・履行期限：令和７年12月10日

議案第32号　工事請負契約の締結
工事名：文京西４線外舗装改修工事
・金額：１億1880万円
・契約の相手方：遠藤・新十津川建設運輸特定建設工事共同企業体

代表者：株式会社遠藤組　代表取締役　那須　和人
構成員：株式会社新十津川建設運輸　代表取締役　三戸　正志

・履行期限：令和７年12月20日

議案第33号　工事請負契約の締結
工事名：橋本１条通り外整備事業橋本１条通り外道路改築工事
・契約金額：7722万円
・契約の相手方：株式会社遠藤組　代表取締役　那須　和人
・履行期限：令和７年12月10日

議案第34号　財産の取得
新十津川小学校に小学校校務用パソコン機器一式（機器の老朽による更新）
校務用パソコン44台、ソフトウェア44本など
・金額：1276万円
・納入期限：令和７年８月17日

発議第１号　国内農業を犠牲としない日
米関税交渉などを求める意
見書

発議第2号　ゼロカーボン北海道の実現に
資する森林・林業・木材産業
施策の充実・強化を求める意
見書

　世界的な食料不足や農業情勢の悪化、貿易問題
が重なる中、食料安全保障に関する意見書。食料
安全保障の観点から下記事項を要望する。
●　日米関税交渉では国内農業を犠牲にせず、農
産品の輸入拡大や関税削減は避けること。

●　食料・農業・農村基本計画の目標達成のため、
国内農業の生産増大と生産基盤強化のためな
どの新たな予算を確保すること。

提出先：内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣

　ゼロカーボン北海道の実現に向け、下記事項を要望
する。
●　森林の多面的機能発揮と防災減災に向け、国土強
靭化実施中期計画に基づき、植林や間伐、路網整
備等への予算を確保すること。

●　森林資源の循環利用促進のため、スマート林業、
木材利用促進、人材育成など必要な支援の充実・
強化をすること。

提出先：衆・参議院議長、内閣総理大臣、各関係大臣

注目！！
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委員会トピックス

○定例会の一部の映像の試験配信を継続中！　YouTubeでご視聴いただけます。
配信期間：令和７年９月８日まで
配信内容：令和７年第２回定例会の議案説明、一般質問
視聴方法：右の二次元コードや、以下のＵＲＬからご覧いただけます。
（ＵＲＬ）　・議案説明→https://youtu.be/kHQXZcraTBQ
　　　　　・一般質問→https://youtu.be/LueimPJ4ZuQ

　町民の皆さんから議会に対する意見・提案などを気軽に届けていただくことを目的に、
定例開催の「かたるべサロン」と、ご依頼に応じて開催する「出張型かたるべサロン」を
開催しています。
　町民と議会のコミュニケーションを強化することで、さらに町民の皆さんのお声を政策
に反映していくことができます。遠慮なくお呼び立てください。

いつでもご意見を届けてください。
・オンライン→「議会ほっとライン」　（ＵＲＬ）→https://x.gd/dwPUJ
・紙　　　面→役場１階バス待合所にご意見箱を設置しています。

～議会ほっとライン～

広 報 広 聴 常 任 委 員 会

〈
委
員
会
構
成
〉

委
員
長　

深
瀬
美
奈
子

副
委
員
長　

工
藤　
　

健

委　
　

員　

加
藤　

敏
晃

委　
　

員　

三
師　

優
美

委　
　

員　

大
畠　

光
敬

委　
　

員　

杉
本　

初
美

委　
　

員　

鈴
井　

康
裕

委　
　

員　

樋
坂　

里
子

委　
　

員　

西
内　

陽
美

皆さんのもとへ伺います！ 出張型かたるべサロン

議案説明 一般質問

議員と気軽に話しませんか？
・日　　時　10月18日㈯　18時00分から19時30分
・会　　場　改善センターみらいえ
・参加議員　深瀬、工藤、西内

～かたるべサロン～

皆さんのもとへ、議員が伺います。議員を呼んで意見交換しませんか？
お近くの議員か議会事務局へお問い合わせください。

～出張型かたるべサロン～

9 2025 しんとつかわ 議会だより８月



総 務 民 生 常 任 委 員 会

新十津川町第 2 期総合戦略の行方は？

委員会トピックス

二次元コードを 読み込むことで、各種動画の
視聴や、ＳＮＳ、 インターネットの所定のペー
ジに、簡単にア クセスすることができます。
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報告事項①　「新十津川町第2期総合戦略の実績につ
いて」

　第２期総合戦略の実績について（戦略期間令和６年
度から令和８年度まで）、主な項目ごとの報告があった。
安定した就業創出プロジェクトでは、農業振興施策に
おいて、自動運転作業機の導入台数が累計で56台とな
り、目標の30台を大きく上回る台数となっている。また、
行政区活動支援交付金事業数は年間37事業に対し、令
和６年度は63事業で大きく上回る結果となっている。
項目によっては、重要業績評価指標（ＫＰＩ）が下回っ
ているものもあるので、今後も継続して注目していく。

報告事項③　「戸籍への振り仮名記載について」
　戸籍法の一部が改正され、戸籍の記載事項として「氏
名の振り仮名」新たに追加されることとなったことへ
の町の対応について（改正施行日令和7年5月26日）、
住民課から報告があった。今後、戸籍に記載される予
定の振り仮名通知書が準備でき次第発送されるが、周
知も広報誌及びＨＰなどで行われる。通知書に記載さ
れた振り仮名が誤って記載されていた場合は、令和8
年５月２５日までに届け出をする必要があり、役場窓口・
郵送・マイナポータルでのオンライン届出によって変
更可能であることが報告された。

報告事項②　「新十津川町の保健活動について」
　本町の保健活動について令和６年度の評価と令和７
年度の計画について報告があった。評価については、
産後ケア事業の実績人数や伴走型相談支援事業から妊
婦等包括相談支援事業（母子保健や子育てに関する支
援を行う）に変わったこと、また、今年度の新規事業
として陣痛タクシー事業・バス送迎付き健診・帯状疱
疹予防接種事業が計画されていることの説明があった。
このほか、栄養改善活動についての評価と計画、令和
２年度から令和６年度までの活動実績についての報告
などがあった。

報告事項④　「令和６年度地域公共交通の運行状況に
ついて」

　町内各路線の利用状況について報告があった。乗合
ワゴン及び新十津川線・スクールバス混乗便の利用者
数など報告があり、中央バスが運行する新十津川線は
令和６年の実績で２２８４人となっている。また、「北海
道中央バスの初乗り運賃額（２４０円）を基準として路
線に応じて設定し、運行事業者に支払う運行支援金の
算出に反映させる。今後、パブリックコメントの実施・
運賃協議会・地域公共交通活性化協議会の開催を経て、
令和８年４月１日より町が定める適正運賃と同額に改
定（値上げ）することになる。

　このほか、「ドローンプロジェクトについて」の報告がありましたが、こちらについては今年度が最終年度で
あることと、議会の中でもさまざまな意見があることから、今後も注視していきたいと考えています。

＜Topic＞

常任委員会（５月２６日開催）
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経 済 文 教 常 任 委 員 会

環境にやさしく財布に厳しい熱供給センターの実態！

二次元コードを 読み込むことで、各種動画の
視聴や、ＳＮＳ、 インターネットの所定のペー
ジに、簡単にア クセスすることができます。

委員会トピックス
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報告事項①　「熱供給センターの運営状況について」
　令和３年度から町産木材を活用してスポーツセンター、温水
プール、グリーンパークしんとつかわに熱を供給している施設
である。木材を使用することでCO２排出削減には効果を出し
ている。
　運営収支は稼働後４年間大きな赤字が継続している。収入の
柱である利用負担金の大幅増は難しく、一方でチップ購入費・
運送費の単価上昇や、ボイラー部品が高価なことによる修繕費
の増加などにより、収支は厳しい状況が続く見込みである。
　今後、当該施設の活用を進めるのであれば、効果的な運用方
法の確立や熱供給先施設の老朽化への対応が必要である。しか
し、運営収支の面では、今後さらに支出が増加することが懸念
される。このまま熱供給センターを活用することが町民にとっ
ての利益となるかどうか、適切に判断しなければならない。

報告事項②　「森林環境税について」
　国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、森林整備等に
必要な財源を確保するために創設された税金。令和６年度
から個人住民税の均等割り部分に１千円が加算される形で
徴収されている。
　集められた森林環境税は、国に納められた後、「森林環
境譲与税」として都道府県や市町村に配分され、森林整備
などの財源として活用される。
〇令和６年度　町民全体の納税額296万９千円
〇令和６年度　町に配分された譲与税額2219万円

・私有林、町有林整備　約429万円
・林道等修繕　約390万円　・積立　約1122万円　など
※詳しい使途は町ホームページにて公表している。

〔主な状況〕
当初計画 Ｒ６実績

送水温度 80℃ 夏75℃、他60℃
熱供給先重油等使用量 稼働前の３％ 稼働前の12％
・センター内ボイラーの出力不足。
・装置脱落事故発生（令和４年度）

〔主な課題〕
⑴熱供給先施設の老朽化に起因するポンプ故障、施設内
水漏れ、熱効率低下があり、令和６年度から一部施設
への熱供給を停止した。
⑵センター内ボイラーのエラー（主にチップ詰まり）に
よる稼働停止の頻発。職員が休日も24時間体制で対応
している。

調査事項　「図書館施設の利用状況と学校との連携状況に
ついて」

　説明を受けた上で、実際に図書館の様子を視察した。図
書館の貸し出し冊数は減少しているが、学校図書館の貸し
出し冊数は増えている状況である。
　学校との連携は、学級文庫などへの配本や授業支援など、
数多く実施されていた。特に、蔵書管理システムは学校図
書館と連動しており、児童生徒は、学校図書館司書にリク
エストすることで、学校にいながら図書館の蔵書を借りる
ことが可能になっている。
　なお、図書館業務は、令和７年度から３年間、シダック
ス大新東ヒューマンサービス㈱に委託して運営されている。

　熱供給センターについては、この先の未来があるのかどうか、しっかり判断する必要があります。
　今年で30周年を迎える当町の図書館は、６月にＬＥＤ化工事を実施しました。工事完了後は、エアコンの稼働
と合わせてさらに快適な環境になると期待されます。暑くなりそうな日はぜひ図書館を利用しましょう。

＜Topic＞

常任委員会（５月２7日開催）
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何
年
頃
か
ら
お
住
ま
い
で
、
い
つ
お
店

を
開
業
さ
れ
ま
し
た
か
？

　
も
と
も
と
新
十
津
川
生
ま
れ
で
、１
９

４
６
年
に
時
計
店
を
開
業
し
ま
し
た
。そ

の
頃
、店
の
並
び
に
は
、豆
腐
屋
、旅
館
、

ご
夫
婦
で
営
む
文
房
具
屋
な
ど
２
〜
３
軒

あ
り
ま
し
た
が
、店
の
前
は
道
も
な
く
、

水
田
が
広
が
る
自
然
豊
か
な
田
園
地
帯

で
し
た
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今
の
新
十
津
川
町
は
ど
う
思
い
ま
す

か
？

　
基
幹
産
業
と
言
わ
れ
る
農
業
は
、少
子

高
齢
化
が
進
み
、農
家
の
人
口
減
少
が
懸

念
さ
れ
て
い
ま
す
。商
売
の
見
通
し
も
不

安
が
あ
り
ま
す
が
、私
は
前
に
進
む
し
か

な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。後
継
者
の
皆
さ
ん

に
は
、町
が
衰
退
し
な
い
様
に
頑
張
っ
て
い

た
だ
き
た
い
。

　
議
会
へ
の
ご
要
望
や
感
想
は
あ
り
ま
す

か
？

　
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
入
り
、近
代
的
な
改

革
に
取
り
組
ん
で
い
る
様
に
感
じ
ま
す
が
、

●議会の開催予定
◎令和７年第３回定例会：9月９日（火）から12日（金）まで　※10：00開会
　※一般質問は9日（火）を予定
　※正式な日程につきましては、議会事務局へお問い合わせください。
　　また、休会となる日があります。

QAAQ QA

高
齢
者
に
は
面
倒
で
難
し
い
部
分
も
あ
り

ま
す
。

　
町
と
相
互
に
け
ん
制
し
合
い
、わ
か
り

や
す
い
方
法
に
配
慮
し
て
い
た
だ
き
、高

齢
者
に
と
っ
て
も
優
し
く
明
る
い
町
、元

気
の
出
る
町
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。

新十津川町議会
活動内容をタイムリー
にお知らせします！

http://www.facebook.com/shintotsukawa.gikai/

　
７
月
８
日
札
幌
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
研
修
会
に
参
加
し

て
き
ま
し
た
。お
二
人
の
先
生
か
ら
、地

方
議
会
に
お
け
る
議
員
の
多
彩
化
に
向

け
て
と
、人
口
減
少
社
会
を
生
き
抜
く

た
め
に
我
々
は
ど
う
考
え
ど
う
行
動
を

す
れ
ば
よ
い
の
か
、深
い
示
唆
が
あ
り

ま
し
た
。

新十津川町議会
https://instagram.com/shintotsukawagikai?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

新十津川町ホームページ（町議会部分）過去の議会だよりや
会議録を確認できます！

http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/category/212.html
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。

　
長
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さ
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広
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き
で
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計
店
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開
業
さ
れ
て
か
ら
、今
年
で
創
業
80
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を
迎
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ま
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ひ
と
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に
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お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。誠
実

な
お
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と
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ざ
い
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し
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